
◎日本郵政公社法の一部を改正する法律 
（平成一五年七月一一日法律第一○六号）   

一、提案理由（平成一五年四月一五日・参議院総務委員会） 

○国務大臣（片山虎之助君） 日本郵政公社法の一部を改正する法律案につきまして、

その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、日本郵政公社の経営の健全性の確保に資するため、郵便貯金資金及び

簡易生命保険資金の運用方法に投資顧問業者との投資一任契約の締結による信託会社へ

の信託を加える等所要の改正を行おうとするものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、郵便貯金資金、郵便振替資金、簡易生命保険資金及び余裕金の運用方法に、

コール資金の貸付けを加えることとしております。 

 第二に、郵便貯金資金及び簡易生命保険資金の運用方法に、投資顧問業者との投資一

任契約の締結による信託会社への信託を加えることとしております。 

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 

 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、参議院総務委員長報告（平成一五年四月一八日） 

○山崎力君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、日本郵政公社の経営の健全性確保に資するため、郵便貯金資金及び簡易

生命保険資金の運用方法にコール資金の貸付け及び投資顧問業者との投資一任契約の締

結による信託会社への信託を加えるとともに、郵便振替資金及び業務上の余裕金の運用

方法にコール資金の貸付けを加えようとするものであります。 

 委員会におきましては、日本郵政公社総裁の経営ビジョン、郵便貯金及び簡易生命保

険資金の運用体制や人材育成方針等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田ひろ子委員より

反対の旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、衆議院総務委員長報告（平成一五年七月四日） 

○遠藤武彦君 ただいま議題となりました日本郵政公社法の一部を改正する法律案につ

きまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、日本郵政公社の経営の健全性の確保に資するため、郵便貯金資金及び簡易生

命保険資金の運用方法に、投資顧問業者との投資一任契約の締結による信託会社への信

託を加える等の改正を行おうとするものであります。 



 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月十一日本委員会に付託され、翌十二日片

山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十六日質疑を行い、討論、採決の結果、

本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


